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発電用水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策の報告書の提出について 
 
 

 平成１９年５月１６日付「命令書」(国四整河占第８号)に基づき、発電水利使用に関

する不適切事案の再発防止策について、別紙のとおり報告いたします。 
 

 

 

 

 

（別紙－１）水利使用に係る適正性の確認・点検体制の整備報告書 
（別紙－２）Ｈ１９年度 河川法令の遵守意識徹底のための取組実施計画書 
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水利使用に係る適正性の確認・点検体制の整備 
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 『発電水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策』に記載されている「１．

水利使用に係る適正性の確認体制の整備」ならびに「４．定期的な自己点検」の

なかで求められている、適正性の確認・点検の体制について、以下のとおり整備

する。 

 なお、社内の内部監査部門である考査室が、当該体制が十分機能しているか否

かについて、適宜、確認する。 

 また、定期的な自己点検については、外部専門家（大学の学識経験者等）を招

聘したうえで実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　水利使用に係る適正性確認・点検体制
（　　　：新設個所）

　　　　　　　　　ＣＳＲ推進会議（Ｈ１８年３月発足）

　委員長：社長
　副委員長：副社長
　委員：経営企画部長、環境部長、広報部長、総務部長

　　　　　　　　水力発電適正管理委員会

　委員長：電力輸送本部長
　委　員：総務部長、土木建築部長、水力部長
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１．適正性確認状況の点検体制 

 

適正性の確認状況等の点検を行うため、ＣＳＲ推進会議※の下部組織として

「水力発電適正管理委員会」を新たに設置する。 

 

○この「水力発電適正管理委員会」は、水力担当役員を委員長（責任者）とし、組

織横断的な点検を行うため、社内関係各部の部長で構成する。 

 

○この委員会のなかで、毎年度の適正性確認状況の点検（1 回／年）と、５年毎の

再発防止策の実施状況等の自己点検（1回／５年）を行う。 

 

 

 

 

※ＣＳＲ推進会議 

ＣＳＲ（環境問題への対応や法令遵守の徹底など企業の社会的責任）に係る諸活動を全

社的な観点から統括して推進するため、H18.3に発足 
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２．適正性確認の体制 

 

適正性の確認を行うため、実務に直接携わらない「品質管理チーム」を水力部

内に新たに設ける。 

 

○この「品質管理チーム」は、河川法申請やデータ報告等の実務に直接携わらず、

責任を持ち、適正性を確認し、その結果を「水力発電適正管理委員会」に報告し

て、毎年度の適正性の確認状況について、点検を受けるとともに、これらの結果

を年度毎に国土交通省四国地方整備局に報告する。 

 

○また、「品質管理チーム」は、「水力発電適正管理委員会」により、５年毎の自己

点検を受け、その結果を国土交通省四国地方整備局に報告する。 

 

○適正性の確認は、以下の内容についてチェックする。 

 

（河川法申請） 

・すべての工事において、申請要否の確認ができていること。 

・申請が必要な工事については、全て申請ができていること。 

    

（報告データ） 

    ・決められた方法、頻度で測定されていること。 

    ・測定されたデータに改ざん等がなく正確に報告されていること。 

   

○適正性確認の方法については、以下の手順で毎月実施する。 

・支店実務実施箇所は、支店管理者が電力センター等から提出された河川法申請、

報告データについて第一段階のチェックを行い、その結果を本店に報告する。 

   ・本店実務箇所は、各支店でのチェック結果をとりまとめたうえで、各支店毎に

第二段階のチェックを行い、その結果を「品質管理チーム」に報告する。 

・「品質管理チーム」は、本店実務箇所（土木Ｇ、電気Ｇ）から報告されたチェ

ック結果について第三段階のチェックを行う。 
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  ○なお、「品質管理チーム」は、年度当初に全ての工事について集約し、申請要否

判定基準（許可権者の指導を得たうえで作成）に基づき申請の要否を判定した後、

国土交通省四国地方整備局へ事前相談を行い、その結果を実務箇所へ周知する。

（追加工事がある場合は都度実施） 

また、工事の計画・実施に係る資料ならびに報告データに係る計測予定表等の資

料をとりまとめ、国土交通省四国地方整備局へ提出（1回／年）する。



 

別紙－２ 
 
 
 
 
 
 

平成19年度  

 

河川法令の遵守意識徹底のための取組実施計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年 ６月１５日 
 

四 国 電 力 株 式 会 社
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『発電水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策』に記載されている「２．

河川法令遵守意識の徹底」のなかで求められている、平成 19 年度の具体的な取

組みとして、社員研修の実施、社内規程の整備、本店による現場状況の把握を実

施する。 
 
 
１．具体的な取組み内容 
 取組み内容の詳細は、以下のとおりである。 
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平成19年度　河川法の遵守意識徹底のための取組実施計画（１）

項　　目 社員研修

内　　容 本店集合教育、支店集合教育

具体的な実施内容

○本店集合教育

　河川法、社内規程などについて、本店関係者等を対象に集合教育を実施する。

　　講　師：本店担当者、専門家など

　　対象者：本店関係者

　　　　　　支店管理者（支店集合教育の講師）

　　テキスト：河川法申請の手引きなど

○支店集合教育

　本店集合教育の受講者を講師として、支店、電力センター関係者を対象に

　集合教育を実施する。

　　講　師：支店管理者（本店集合教育受講者）

　　対象者：支店、電力センター関係者

○ＯＪＴ教育

　管理者、集合教育受講者により、職場研究会、日常業務を通じて河川法遵

　守意識を徹底させる。

スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　本店集合教育 　▽

　支店集合教育

　ＯＪＴ教育

　手引きの整備

河川法ならびに社内規程類などに関する研修を行い、関係
者全員の河川法令に対する遵守意識の徹底をはかる。

目　　的
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平成19年度　河川法の遵守意識徹底のための取組実施計画（２）

項　　目 社内規程の整備

内　　容 河川法申請に関する手引きの作成

具体的な実施内容

○河川法に係る許可申請の要否等について、許可権者の指導を得たうえで、

　具体的な判断基準を作成し、社内の「河川法申請の手引き」に織り込み、

　再発防止に努める。

スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　手引きの整備

　周知徹底

統一された考え方で申請業務を適切に実施する。目　　的
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平成19年度　河川法の遵守意識徹底のための取組実施計画（３）

項　　目 本店による現場状況の把握

内　　容 支店状況の確認

具体的な実施内容

○本店水力部の品質管理チームにより、適宜、支店および電力センター

　における河川法に係る申請状況および報告データの測定状況などについて

　適正性を確認・把握する。

スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

現場状況の把握

支店における河川法に係る申請状況および報告データの測
定状況などについて適正性を確認する。

目　　的
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